
 居宅介護支援重要事項説明書 
（ ２０２４年 １１月 １日現在） 

 

１．当法人が提供するサービスについての相談窓口 

担当  小野田操  齋藤歩美  金子仁  清水晴美  羽鳥理沙 

 電話  ０２７６－７７－２５５２ （居宅介護支援事業所 8時30分～１７時30分まで） 

       ０７０－４１２７－４０８５ (居宅介護支援事業所 17時30分～翌8時30分まで) 

     ※居宅介護支援事業所のみ電話により24時間連絡が可能な体制となっています。 

     ※不明な点は、お気軽にご相談ください。 
 

 2．ミモザ荘居宅介護支援事業所の概要 

(１)居宅介護支援事業所の指定事業所の概要 

事業所名 ミモザ荘 

所在地 群馬県邑楽郡板倉町細谷２１７番地 

介護保険指定番号 １０７３１０００１６ 

サービスを提供する地域 板倉町・館林市 

※上記地域以外の方もご希望の方はご相談ください。 

 

（２） 同事業所の職員体制 

 業務内容 常勤専任 常勤兼務 非常勤 計 

管理者 事業所の管理・運営全般 １名   １名 

介護支援専門員 居宅介護支援に関する業務 ２名 １名 ２名 ５名 

       

（３）  営業時間 

曜  日 時  間 

月～土 午前８時３０分～午後５時３０分まで 

※休業予定日 日曜日、国民の祝日及び１月１日～１月３日まで 

※緊急時の場合は、電話のみ24時間で対応しております。 

 

３．居宅介護支援の申込からサービス提供までの流れと主な内容 

  別紙パンフレットによる。 

 

４．利用料金 

（１）利用料 

   要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

 

居宅介護支援費（Ⅰ）  ＜取り扱い件数 4５件未満＞ 

居宅介護支援費（Ⅱ）  ＜一定の通信機器の活用及び事務職員の配置を行っている事業所 ５０件未満＞ 

要介護１・２ １，０８６単位／月 

要介護３・４・５ １，４１１単位／月 

    ※同一の敷地内、隣接する敷地内の建物に居住するご利用者は、所定単位の９５％を算定します。 

 

加算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定事業所加算(Ⅲ) ３２３単位／月 

(一定の算定要件を満たしている場合) 

初回加算 ３００単位／月 （初回のみ） 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 

 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 

２５０単位／月 

 （入院日に情報提供） 

２００単位／月 

 （入院後３日以内に情報提供） 

退院・退所加算 

 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加あり 

 

 ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加なし 

 

連携１回 ６００単位 連携２回７５０単位 

連携３回 ９００単位 

連携１回 ４５０単位 連携２回６００単位 

通院時情報連携 

加算 

５０単位／月（医療機関に介護支援専門員

が同席し、医師等と情報連携をした場合） 



 

 

保険料の滞納等により、保健給付金が直接事業所に支払われない場合、１ヶ月につき要介護度に応じて上記

の金額を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。 

このサービス提供証明書を後日、市役所・役場の窓口に提出しますと、全額払い戻を受けられます。 

 

（２） 交通費 

   前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

   それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費として 

   自動車を使用した場合、概ね３０キロメートル以上５００円を徴収します。 

 

（３） 解約料 

 お各様のご都合により解約した場合、前記４の利用料金をいただきます。 

 

（４）その他  

 料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、２４日までにお支払い

いただきますと、領収書を発行いたします。 

  支払い方法は、銀行振り込み、現金集金、２通りの中からご契約の際に選べます。 

 

５．サービスの利用方法 

 

（１）サービスの利用開始 

  まずは、お電話等でお申込ください。事業所の職員がお伺い致します。 

  契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 

①お客様のご都合でｻｰﾋﾞｽを終了する場合 

  文書でお申しでればいつでも解約できます。 

       

②当事業所の都合でサービスを終了させていだく場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で

通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業所をご紹介いたします。 

   

③自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・お客様が、介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付で、サービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立）または、要支援と認定された場        

合。 この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

・お客様がお亡くなりになった場合 

         

④その他 

  お客様やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行

った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

６. 緊急時の対応 

  サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療機関への連絡

等必要な措置を講じます。 

 

７．事故発生時の対応 

   サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を

講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

８．業務継続に向けた取組の強化 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、および

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施します。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

 

 



 

９. 感染症対策の強化 

   感染症の予防及び蔓延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周

知徹底を図っています。 

（２） 感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。 

（３） 従業者に対し感染症の予防及び蔓延防止のための研修を定期的に実施しています。 

 

１０．高齢者虐待防止についての対策 

    利用者の人権の擁護・虐待の防止等をより推進する観点から次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図

ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備し、適切に実施できるよう、担当者を設置します。 

（３）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 

 

１１．身体拘束等の適正化の推進 

    利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことと 

   し、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 

   由を記録します。 

 

１２．ハラスメント対策 

 （１）事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

 （２）利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなど 

   の行為を禁止します。 

 

１３．秘密の保持と個人情報の保護について 

 （１）利用者その家族に関する秘密の保持について 

 ①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

 ②事業者及び従業員は、ｻｰﾋﾞｽ提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏

らしません。 また、この秘密を保持する義務は、ｻｰﾋﾞｽ提供契約が終了した後においても継続します。 

 ③事業者は、従業員に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業

員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約とします。 

 （２）個人情報の保護について 

 ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、ｻｰﾋﾞｽ担当者会議等において、利用者の個人情報を用いま

せん。また、利用者家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、ｻｰﾋﾞｽ担当者会議等で利用者家族

の個人情報を用いません。 

 ②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む）につ

いては、管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、

追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとし

ます。（開示に際して複写料などが必要な場合は、利用者の負担となります。） 

 

１４．当法人の居宅介護支援の特徴等 

 運営の方針 

  事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとします 

① 要介護状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自      

立した日常生活を営むことができるよう配慮します。 

 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 

                              

③利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は、特定の居宅

サービスに不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 

  利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることや、ケア

プランに位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由について説明を求めることができます。  

  前６ヵ月間の作成したｹｱﾌﾟﾗﾝにおける訪問介護・通所介護・地域密着通所介護・福祉用具貸与の各ｻｰﾋﾞｽの 

  利用割合・同一事業者によって提供されたものの割合は別紙を参照してください。                     

 



 

④ 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅サービス事業所、主治医、各医療機関、

介護保険施設等との連携に努めます。 

 

 

１５．居宅介護支援の実施概要等 

 

ケアプラン作成の手法は、課題分析標準項目をとりいれた独自の様式を利用しています。 

状態の把握 お客様本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。 

計画の原案の作成 在宅サービス事業者に関する情報が提供され、お客様が事業者を選びます。 

サービス担当者との 

会議・連絡・調整 

介護支援専門員を中心に、サービスの担当者や、お客様本人・家族も参加し、意見

交換等を行います。 

介護サービス計画の 

作成 

介護サービスの目標と達成時期、サービスの種類・内容・利用料などの介護サービ

ス計画は、サービスを受けるお客様の希望や心身の状態をよく考慮して作られま

す。 

お客様の同意 計画の内容を説明し、計画がお客様の希望に合っているか確認します。 

入院時の留意点 病院等に担当の介護支援専門員の名前と連絡先を伝えてください。 

 

サービス利用のために 

事   項 有無 備   考 

介護支援専門員の変更 ○ 変更を希望される方はお申し出ください 

介護支援専門員への研修の実施 ○ 計画的に研修を実施しています。 

契約後、居宅サービス計画の作

成段階途中でお客様のご都合に

より解約した場合の解約料 

 

○ 

 

前記４の（１）参照 

 

 

 

１６．サービス内容に関する苦情 

サービスに関する相談、苦情等は下記窓口で対応します。  

                                  

① ご利用者相談・苦情担当者 

サービス相談窓口 

電話番号 0276-77-2552  居宅介護支援事業所 管理者 小野田 操 

受付時間 8時 30分～17時 30分（土日、祝日を除く）  

 

② その他 

当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています 

 

 ・板倉町役場 健康介護課介護高齢係    群馬県邑楽郡板倉町大字板倉 2682-1 

           電話番号 0276-82-6135      FAX番号 0276-82-1300 

         受付時間 8時 30分～17時 15分（土日、祝日を除く） 

 

 ・館林市役所 保健福祉部介護保険課    群馬県館林市城町 1-1 

           電話番号 0276-47-5133      FAX番号 0276-80-3115 

           高齢支援課 0276-47-5131 

          受付時間 8時 30分～17時 15分（土日、祝日を除く） 

 

 ・群馬県国民健康保険団体連合会介護保険係苦情処理相談窓口   群馬県前橋市元総社町 335-8 

            電話番号 027-290-1323     FAX番号 027-255-5077 

          受付時間 ９時～17時 （土日、祝日を除く）  

 

１７．当法人の概要 

名称・法人種別      社会福祉法人  ポプラ会 

代表者役職・氏名     理事長  堀越 裕一 

本部所在地・電話番号   群馬県館林市田谷町 1187-1  電話 0276-77-2230 

 

        



 

 

 

契約をする場合は以下のことを確認すること 

 

     年     月     日      

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書に基づいて重要な事項を説明し 

同意を受け、交付しました。 

 

 

所在地       群馬県邑楽郡板倉町細谷 217 番地 
 

名称        ミモザ荘                   

 

法人名       社会福祉法人 ポプラ会 

 

代表者名      理事長            堀越 裕一       印 

 

説明者氏名      介護支援専門員                  印 

 

 

 

① 利用者は、契約書および本書面により、事業所から居宅介護支援についての重要事項の説明をうけ 

同意し、受領しました。 

② 利用者は、サービス担当者会議にかかる各サービス支援事業所等に情報を提供することに同意します。 

 

上記①～②全てについて同意します。 

 

 

 

利用者      住所 

             氏名                 印 

 

 

代理人     住所 

            氏名                 印 

                    （続柄        ）  

 


